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「介護保険の給付対象事業における会計の区分について」等の一部改正につい

て 

 

 

標記については、「介護保険の給付対象事業における会計の区分について」

（平成 13 年３月 28 日老振発第 18 号）、「居宅介護支援費の退院・退所加算（Ⅰ）・

（Ⅱ）に係る様式例の提示について」（平成 21 年３月 13 日老振発 0313001 号）、

「指定訪問介護事業者の指定申請等におけるサービス提供責任者の経歴に係る

提出書類の取扱いについて」（平成 20 年７月 29 日老振発 0729002 号）におい

てお示ししているところであるが、平成 24 年度介護報酬改定において、別紙の

とおり改正することとしたので、御了知の上、管内市町村、関係団体、関係機

関等にその周知徹底を図るとともに、その取扱いあたっては遺漏なきよう期さ

れたい。 

 

 

○写  
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○ 居宅介護支援費の退院・退所加算に係る様式例の提示について（平成 21 年 3 月 13 日 老振発第 0313001 号 厚生労働省老健局振興課長通知）

（傍線の部分は改正部分）

改 正 前 改 正 後

居宅介護支援費の退院・退所加算（Ⅰ）・（Ⅱ）に係る様式例の提示について 居宅介護支援費の退院・退所加算に係る様式例の提示について

標記について、今般下記のとおり定めたので御承知の上、管内市町村、関 標記については、「居宅介護支援費の退院・退所加算（Ⅰ）・（Ⅱ）に係る様

係団体、関係機関等にその周知徹底を図るとともに、その運用に遺憾のない 式例の提示について（平成２１年３月１３日厚生労働省老健局振興課長通知）

ようにされたい。 においてお示ししているところであるが、今般の介護報酬改定を受け、同加算

の算定要件が変更されたこと等に伴い、下記のとおり改めたので御承知の上、

管内市町村、関係団体、関係機関等に周知を図るとともに、その運用について

遺憾のないようにされたい。

なお、当該様式は当該加算の算定を担保するための標準様式例として提示 なお、当概様式は当該加算の算定を担保するための標準様式例として提示す

するものであり、当該様式以外の様式等の使用を拘束する趣旨のものではな るものであり、当該様式以外の様式等の使用を拘束する趣旨のものではない

い旨、念のため申し添える。 旨、念のため申し添える。

記 記

・ 退院・退所加算（Ⅰ）・（Ⅱ）に係る様式例（別紙） ・ 退院・退所加算に係る様式例（別紙）
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（別 紙） （別 紙）
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